




r 電動車いすとは 1 

道路交喜呂醤D
道路交通法上 、 屯動巾いすは「歩行者」の扱いとなります。

O道路交通法第2条第1項第11号の3(身体障害者用の車いすの意義）

身体障害者用の車いすとは、身体の障害により歩行が困難な者の

移動の用に供するための車いすをいう。

O道路交通法第2条第3項第1号 （みなす歩行者）

身体障害者用の車いす、歩行補助車等を通行させている者。

基準m
電動車いすは、

O車体の大きさが、

• 長さ 120センチメ ー トル

・幅 70センチメ ー トル

• 高さ 1２0センチメ ー トル（平成29年10月30日改正）

を超えないこと。

O車体の構造が、

・電動機（パッテリ ー ）で動くもの。

• 走行速度が6キロメ ー トル毎時を超えないもの。

・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないもの。

• 自動車又は原動機付自転車と明確に識別ができるもの。

であることが必嬰であり 、 •定の要件を除いてこの基準を超えるものは 、 白動,11

又は原動機付自転車に該当します。

O道路交通法施行規則

0 同 法

第1条の4第1 項

第1条の4第 2 項

（原動機を 用いる身体障害者用の車いすの墓準）
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